
(被 告 らの主張 )

推薦委員会 は飽 くまで推薦権 を有 して いるにすぎないか ら,推薦委員会

の任用手続が進 め られていれば,特任教員 に任用される高度の蓋然性があ

るとはいえない。

(4)争 点 4(被 告井形及び被告池島が,原告の特任教員任用 申請 を妨害 した

として,不 法行為責任 を負 うか)について

(原 告の主張 )

ア 原告は ,手続上,特任教員への任用 を申請する権利 を奪われ ,精神的

苦痛 を被 った。

イ 被告井形は ,平成 24年 10月 15日 ,原告の研究室 を訪れ ,「 今後の

授業の件 につ いては,カ リキュラム委員会の議を経て教授会で決定され

ることにな って います。カ リキュラム委員会 として全員の総意で,六 つ

の項 目で授業計画 を認め難いということl~な りました」 と述べ ,カ リキ

ュラム委員会の反対 を理 由に推薦委員会 に上程する ことを拒否 し,特任

教員の任用 申請 を辞退す るよ う要請 してきた。

被告井形は,同 月 16日 ,原告 にメール を送信 し,カ リキュラム委員

会が原告の授業計画 を認めない ことが 「授業計画書の不備」 に該当する

との強弓|な 解釈 をした上で ,「 徳永学長は過去 の事例 において も,推薦委

員会が書類上の 「不備」がある候補者の受理 はしてお らず ,当 然,推薦

委員会の開催 も不可能で ある,と の回答が出されま した」 と述べ,原告

の特任教員の任用手続 を進めてい くことは不可能で あると結論づけた。

特任教員の任用規定 において も,授業計画 をカ リキュラム委員会が「rl

意することな ど要件 とはされてお らず ,授業担当計画 につ いては,学部

長が教務委員長及び対象者 と協議 の上,推薦委員会 に提出す るとの定め

があるにすぎない。 ま してや ,カ リキュラム委員会が原告 の授業計画 を

認 めない ことが 「授業計画書」 の不備 に当た るといった解釈 は到底な り
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たたない。

ウ 被告井形は,被告池島と共謀の上,任用規定 を全 く無視 し,原告の特

任教員任用 申請 を握 りつぶ したため,特任教員推薦委員会が組織 される

こともな く,各手続 も履行 されなかった。

工 被告井形は,対象者である原告 と協議す ることな く,原告の特任教員

任用申請を受理す ることが困難であるという結論だけを伝達 してきたの

であり,被告井形には手続違背があった。

オ なぜ ,原告 の計画案が不要若 しくは必要度が低 いのかについて何 ら具

体的根拠が示 されていない。

原告が提出 した 「3カ 年講義計画」 において原告が向こう 3年で担当

を予定 した科 目は ,「 情報ネ ッ トワーク論」,「 経営情報論」,「 情報バ リュ

ーエンジエア リング」であるが , これ らの科 目は,原告が ,量去 に相当年

数にわたって被告大学で担当 してきたのであ り,被告大学 においても ,

毎年度 ごとに これ らを必要な科 目として承認 してきた。

力 原告は,被告井形に対 し,「 あの―,推薦委員会にだ していただいて ,

僕が何か欠落 している要因があるのか どうか っち ゅうのが明確 になれば ,

その一,僕が認め られへんだけの話やんか」,「落ちるんや った ら,落 ち

て もいいや んか ,な」 と述べて ,飽 くまで任用 申請手続 を進めることを

求めたが,結 果的 に被告井形は原告の特任教員任用 申請 を握 りつぶ した。

キ 被告 らは,現行規定 を無視 し,原告の特任教員任用 申請 に対 して何 ら

の手続 も行わなか った。

現行規定 は,授業担当計画 について学部長が教務委員長及び対象者 と

協議の上で推薦委員会に提出す るものとされているが ,「 学部長 との合意」

な ど求め られて いない。授業担当計画について ,「 学部長 との合意」を要

求するので あれ ば,特任教員の採否が学部長個人の恣意に左右 されるこ

とになるか ら,「 学部長 との合意」まで要求 されない ことは当然の ことで
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ある。

そ して,徳永学長が原告の特任教員任用申請 を 「受埋不可」 とす る権

限 もない。特任教員任用 申請者 を教授会に推薦す るか否かを決定す るの

は 「特任教員推薦委員会」 という合議体なので あって,学長 という一個

人ではない。

(被告 らの主張 )

ア 原告か ら被告井形 に提出された授業計画 (案 )に ついて,平成 24年

10月 12日 開催のカ リキュラム検討委員会 において検討 した ところ ,

メンバーか ら,「 本人の御希望の授業計画案 のほとんどは,不 要若 しくは

必要度が低 い」とか ,「全体が ,学部教学開講ルールに違背 してお り,学

部教学 システムの破壊 となっている」な どの意見が出された。その結果

を受けて,カ リキュ ラム検討委 員会の総意 と して被告井形に具 申がなさ

れた。 これ を受 けて被告井形は,原告 に任用 申請 を思い止まるよ う説得

したが ,原告 は これ を拒否 したも

カ リキュラム検討委員会は,学部の各分野か ら選ばれた 8名 の教員で

構成され ,カ リキュラム編成 ,各年度の授業担 当,授業担当の人事案件

を実質的に審議 してお り,学部教学の中核 となっているところ,特任教

員 を含 めた教員の採否 については同委員会の判断によるところが大き く,

担 当科 目が成立 しない以上,「 3か年授業担当計画Jは成立 しないので ,

特任教員推薦委員会で要求 され る書類が不備 とな ることは明 らかである。

特任教員の任用の半]断 は,各種 の教員採用 と同 じく教授会 に委ね られ

てお り,出席教授会員 の 3分 の 2以上の同意 を必要 とするところか ら ,

上記のカ リキ ュラム検討委員会の判断か らして,教授会メンバーの同意

を得ることが極めて 困難であると予想 し得 る状況 を説明 した上,被告井

形が学部長 として説得 ,進言 したまでで,被告井形 と被告池島の対応 に

何 ら違法な点は認め られない。
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